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岩手県の医師数	
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　　　　　増減比率	
  
人口　　　△7.67%	

医師数　△66.67%	




•  卒後臨床研修を終了した全ての医師は、１８の基
本専門領域の研修を受ける	
  

•  かかりつけ医・総合医は１９番目の基本専門領域と
なる	
  	
  	
  

•  養成プログラムの採用人数は19の各分野、各“地
域”ごとに中立的な第3者機関（※）が決める	


•  総合医は全ての臨床医の約2割～3割	


•  名称：認定医	
  

•  運用については当分の間、弾力的に行う	
  



•  臨床研修及び専門研修についての最終決定
を行う	
  

•  医師会・医学会をはじめ医療関係者だけでな
く、患者団体、有識者、ジャーナリスト、高齢
者、若手医師などにより構成される	
  

•  この機関は国民から信頼を得られるメンバー
から構成される必要あり　　	




（１）この専門研修制度は、例えば平成２７年度以降に卒後
臨床研修を修了した医師に適用される	
  

（２）但し、(1)以前の医師に対しては以下弾力的措置を適応	
  
　　　“既にかかりつけ医・総合医として地域医療を実践して
いる、或は同等の臨床経験を有する医師は、一定のセミ
ナー等の受講により認定医の資格を得ることができる”	
  

（３）従って、平成２７年度以降に卒業した医師で開業を希望
する場合は、かかりつけ医・総合医の認定医研修プログ
ラムを終了し、認定医の資格を取る必要がある	
  



•  全ての医師が Subspecialty	
  を選択する必要はな
い（各医師の任意）	
  

•  但し、各分野、各“地域”の枠は中立的な第3者機
関（※）が決める	


•  名称：専門医	



